
○
脳

死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
項
目
及
び

検
証
手
続
に
つ
い
て
 

改
 
正
 
後
 

現
 
 
 
行
 

脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
項

目
及
び
検
証
手
続
に
つ
い
て
 

 

平
成

12
年

3
月

22
日
 

平
成

23
年

6
月

27
日

改
正
 

脳
死

下
で
の

臓
器
提

供
事
例

に
係
る

検
証

会
議
 

 

本
検

証
会

議
に

お
け

る
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

事
例

に
係

る
検

証
項

目
及

び
検

証
手

続
は

、
下

記

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

記
 

 １
．

検
証

項
目

 

 ○
 
本

検
証

会
議

は
、

臓
器

移
植

法
に

基
づ

く
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

事
例

に
つ

い
て

、
 

(
1
)
 

ド
ナ

ー
に

対
す

る
救

命
治

療
の

状
況

 

(
2
)
 

ド
ナ

ー
に

対
す

る
脳

死
と

さ
れ

う
る

状
態

の
判

断
、

法
的

脳
死

判
定

か
ら

臓
器

摘
 

出
に

至
る

ま
で

の
状

況
 

(
3
)
 

社
団

法
人

日
本

臓
器

移
植

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
以

下
「

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」
と

い
う

。
）

 

に
よ

る
臓

器
の

あ
っ

せ
ん

業
務

の
状

況
(
ド

ナ
ー

の
家

族
に

対
す

る
精

神
的

支
援

の
状

 

況
を

含
む

。
）

 

を
検

証
す

る
。

 

 ○
 

具
体

的
な

検
証

項
目

及
び

そ
の

検
証

に
際

し
て

の
必

要
書

類
は

、
上

記
(
1
)
及

び
(
2
)
の

ド
ナ

ー
 

に
対

す
る

救
命

治
療

、
法

的
脳

死
判

定
等

の
状

況
に

つ
い

て
は

別
添

１
の

と
お

り
と

し
、

ま
た

、
 

上
記

(
3
)
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
よ

る
臓

器
あ

っ
せ

ん
業

務
の

状
況

に
つ

い
て

は
別

添
２

の
と

お
り

 

と
す

る
。

 

  ２
．

検
証

手
続

 

 

脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
項
目
及
び
検
証
手
続
に
つ
い
て
 

 

平
成

12
年

3
月

22
日
 

脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
会
議
 

  

本
検

証
会

議
に

お
け

る
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

事
例

に
係

る
検

証
項

目
及

び
検

証
手

続
は

、
下

記

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

記
 

 １
．

検
証

項
目

 

 ○
 
本

検
証

会
議

は
、

臓
器

移
植

法
に

基
づ

く
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

事
例

に
つ

い
て

、
 

(
1
)
 

ド
ナ

ー
に

対
す

る
救

命
治

療
の

状
況

 

(
2
)
 

ド
ナ

ー
に

対
す

る
臨

床
的

脳
死

診
断

、
法

的
脳

死
判

定
か

ら
臓

器
摘

出
に

至
る

ま
 

で
の

状
況

 

(
3
)
 

社
団

法
人

日
本

臓
器

移
植

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
以

下
「

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

」
と

い
う

。
）

 

に
よ

る
臓

器
の

あ
っ

せ
ん

業
務

の
状

況
(
ド

ナ
ー

の
家

族
に

対
す

る
精

神
的

支
援

の
状

 

況
を

含
む

。
）

 

を
検

証
す

る
。

 

 ○
  

具
体

的
な

検
証

項
目

及
び

そ
の

検
証

に
際

し
て

の
必

要
書

類
は

､
上

記
(
1
)
及

び
(
2
)
の

ド
ナ

ー

に
対

す
る

救
命

治
療

、
法

的
脳

死
判

定
等

の
状

況
に

つ
い

て
は

別
添

１
の

と
お

り
と

し
、

ま
た

、

上
記

(
3
)
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
よ

る
臓

器
あ

っ
せ

ん
業

務
の

状
況

に
つ

い
て

は
別

添
２

の
と

お
り

と
す

る
。

 

  ２
．

検
証

手
続

 

 

1
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○
 
本

検
証

会
議

に
お

け
る

検
証

手
続

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

(
1
)
 

救
命

治
療

、
法

的
脳

死
判

定
等

の
状

況
の

検
証

手
続

 

  
①

 
医

学
的

検
証

作
業

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
医

学
的

評
価

 

・
 

検
証

に
当

た
っ

て
は

、
検

証
会

議
を

行
う

前
に

検
証

会
議

の
構

成
員

の
一

部
及

び
 

参
考

人
か

ら
な

る
「

医
学

的
検

証
作

業
グ

ル
ー

プ
」

に
よ

り
医

学
的

評
価

を
行

い
、

 

そ
の

結
果

を
基

に
、

検
証

会
議

に
お

い
て

最
終

的
な

検
証

作
業

を
行

う
。

 

 
 
②

 
臓

器
提

供
施

設
の

担
当

医
師

等
か

ら
の

事
情

聴
取

等
 

・
 

検
証

会
議

及
び

医
学

的
検

証
作

業
グ

ル
ー

プ
は

、
臓

器
提

供
施

設
の

担
当

医
師

、
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

っ
た

医
師

等
か

ら
検
証
資
料
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
提
出
を
受
け
、
ま

 

た
、
必
要
に
応
じ
て
対
面
に
よ
る
経
過
の
聴
取
を
す
る

。
ま

た
、

必
要

に
応

じ
て

参
考

人
 

を
招

聘
す

る
。

 

 

(
2
)
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
よ

る
臓

器
あ

っ
せ

ん
業

務
の

状
況

の
検

証
手

続
 

 ○
 

検
証

会
議

は
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
担

当
者

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
又

は
メ

デ
ィ

カ
 

ル
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

）
か

ら
一

連
の

経
過

（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
の
家
族
に
対
す
る
精
 

神
的
支
援
の
状
況
等
を
含
む

。）
に

つ
い

て
聴

取
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
参

考
人

 

を
招

聘
す

る
。

 

       

(
3
)
 

検
証

作
業

を
行

う
者

の
制

限
 

 ○
 

検
証

会
議

を
構

成
す

る
者

が
所

属
し

又
は

何
ら

か
の

関
与

を
し

て
い

る
臓

器
提

供
施

 

設
に

お
い

て
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

者
は

検
証

作
業

に
 

は
加

わ
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

 

○
 
本

検
証

会
議

に
お

け
る

検
証

手
続

は
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 

(
1
)
 

救
命

治
療

、
法

的
脳

死
判

定
等

の
状

況
の

検
証

手
続

 

  
①

 
医

学
的

検
証

作
業

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
医

学
的

評
価

 

・
 

検
証

に
当

た
っ

て
は

、
検

証
会

議
を

行
う

前
に

検
証

会
議

の
構

成
員

の
一

部
及

び
 

参
考

人
か

ら
な

る
「

医
学

的
検

証
作

業
グ

ル
ー

プ
」

に
よ

り
医

学
的

評
価

を
行

い
、

 

そ
の

結
果

を
基

に
、

検
証

会
議

に
お

い
て

最
終

的
な

検
証

作
業

を
行

う
。

 

 
 
②

 
臓

器
提

供
施

設
の

担
当

医
師

等
か

ら
の

事
情

聴
取

等
 

・
 

検
証

会
議

及
び

医
学

的
検

証
作

業
グ

ル
ー

プ
は

、
臓

器
提

供
施

設
の

担
当

医
師

、
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

っ
た

医
師

等
か

ら
一

連
の

経
過

を
聴

取
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

 

応
じ

て
参

考
人

を
招

聘
す

る
。

 

  

(
2
)
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
よ

る
臓

器
あ

っ
せ

ん
業

務
の

状
況

の
検

証
手

続
 

 ①
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

担
当

者
か

ら
の

事
情

聴
取

等
 

・
 

検
証

会
議

は
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
担

当
者

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
又

は
メ

デ
ィ

カ
 

ル
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

）
か

ら
一

連
の

経
過

を
聴

取
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
参

 

考
人

を
招

聘
す

る
。

 

 

②
 

専
門

家
に

よ
る

家
族

と
の

面
談

 

・
 

必
要

に
応

じ
、

家
族

の
承

諾
を

前
提

と
し

て
、

検
証

会
議

に
参

集
を

求
め

て
い

る
 

専
門

家
の

う
ち

精
神

的
支

援
の

分
野

の
専

門
家

が
直

接
家

族
と

面
談

を
行

い
、

コ
ー

 

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

等
の

家
族

に
対

す
る

精
神

的
支

援
の

状
況

等
に

つ
い

て
聴

取
し

た
上

 

で
、

そ
の

結
果

を
検

証
会

議
に

報
告

し
、

検
証

の
参

考
と

す
る

。
 

 

(
3
)
 

検
証

作
業

を
行

う
者

の
制

限
 

 ○
 

検
証

会
議

を
構

成
す

る
者

が
所

属
し

又
は

何
ら

か
の

関
与

を
し

て
い

る
臓

器
提

供
施

 

設
に

お
い

て
脳

死
下

で
の

臓
器

提
供

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

者
は

検
証

作
業

に
 

は
加

わ
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

 

2



 

(
4
)
 

検
証

会
議

の
非

公
開

 

 ○
 

検
証

会
議

は
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
観

点
か

ら
原

則
と

し
て

非
公

開
と

す
る

。
 

 

(
5
)
 

厚
生

労
働

大
臣

へ
の

報
告

 

 ○
 

本
検

証
会

議
は

、
検

証
結

果
を

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
す

る
。

な
お

、
そ

の
検

証
過

 

程
で

臓
器

移
植

に
関

す
る

制
度

上
の

問
題

が
指

摘
さ

れ
た

場
合

に
は

、
当

該
問

題
点

に
 

つ
い

て
も

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
す

る
。

 

 

(
6
)
 

検
証

内
容

の
公

表
 

 ○
 

本
検

証
会

議
は

、
上

記
(
5
)
の

厚
生

労
働

大
臣

に
報

告
し

た
内

容
を

公
表

す
る

。
た

 

だ
し

、
公

表
す

る
内

容
に

つ
い

て
は

、
事

前
に

ド
ナ

ー
の

家
族

の
承

諾
を

得
る

。
 

 ３
．

そ
の

他
 

 

○
 

平
成
１
４
年

１
２
月
に
ド
ナ
ー
家
族
の
心
理
的
葛
藤
や
対
処
方
法
を
把
握
し
、
社
会
心
理
的
問

 

題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
検
証
会
議
の
下

、「
ド
ナ
ー
家
族
の
心
情
把
握
等
作
業
班
」

 

が
設
置
さ
れ
、
平
成
２
０
年
６
月
に
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
業
 

務
改
善
、
あ
っ
せ
ん
業
務
の
評
価
に
生
か
す
こ
と
と
さ
れ
た
。
 

 ○
 

別
添

１
及

び
２

の
検

証
項

目
並

び
に

２
の

検
証

手
続

に
つ

い
て

は
、

今
後

発
生

す
る

 

事
例

の
状

況
に

応
じ

て
適

宜
見

直
す

。
 

 

 

     

 

(
4
)
 

検
証

会
議

の
非

公
開

 

 ○
 

検
証

会
議

は
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
観

点
か

ら
原

則
と

し
て

非
公

開
と

す
る

。
 

 

(
5
)
 

厚
生

大
臣

へ
の

報
告

 

 ○
 

本
検

証
会

議
は

、
検

証
結

果
を

厚
生

大
臣

に
報

告
す

る
。

な
お

、
そ

の
検

証
過

程
で

 

臓
器

移
植

に
関

す
る

制
度

上
の

問
題

が
指

摘
さ

れ
た

場
合

に
は

、
当

該
問

題
点

に
つ

い
 

て
も

厚
生

大
臣

に
報

告
す

る
。

 

 

(
6
)
 

検
証

内
容

の
公

表
 

 ○
 

本
検

証
会

議
は

、
上

記
(
5
)
の

厚
生

大
臣

に
報

告
し

た
内

容
を

公
表

す
る

。
た

だ
し

、
 

公
表

す
る

内
容

に
つ

い
て

は
、

事
前

に
ド

ナ
ー

の
家

族
の

承
諾

を
得

る
。

 

 ３
．

ド
ナ

ー
の

家
族

の
状

況
の

把
握

等
 

 

(
1
)
 

ド
ナ

ー
の

家
族

の
状

況
の

把
握

 

 

○
 

２
の

(
2
)
の

②
の

専
門

家
に

よ
る

家
族

と
の

面
談

に
お

い
て

は
、

ド
ナ

ー
の

家
族

の
 

精
神

的
支

援
に

資
す

る
た

め
、

家
族

が
臓

器
提

供
を

承
諾

し
た

事
情

、
臓

器
提

供
か

ら
 

日
が

経
っ

て
か

ら
の

心
境

等
ド

ナ
ー

の
家

族
の

状
況

に
つ

い
て

も
聴

取
す

る
と

と
も

 

に
、

必
要

に
応

じ
て

適
当

な
精

神
的

支
援

の
専

門
家

を
家

族
に

紹
介

す
る

こ
と

等
を

行
 

う
。

 

 

(
2
)
 

そ
の

他
 

 ○
 

別
添

１
及

び
２

の
検

証
項

目
並

び
に

２
の

検
証

手
続

に
つ

い
て

は
、

今
後

発
生

す
る

 

事
例

の
状

況
に

応
じ

て
適

宜
見

直
す

。
 

 

 

3



＜
別

添
１

＞
 

 

[
救

命
治

療
、

法
的

脳
死

判
定

等
の

状
況

の
検

証
に

つ
い

て
]
 

  １
．

具
体

的
な

検
証

項
目

 

 

(
1
)
 

救
命

治
療

の
内

容
 

 ①
 

入
院

直
後

の
診

断
・

治
療

内
容

（
※

１
、

※
２

）
 

※
１

 
ド

ナ
ー

が
最

初
に

受
診

し
た

医
療

機
関

か
ら

、
よ

り
高

度
な

治
療

を
行

う
た

め
に

別
の

 

医
療

機
関

に
搬

送
さ

れ
た

場
合

に
は

、
最

初
に

受
診

し
た

医
療

機
関

に
お

け
る

入
院

直
 

後
の

診
断

・
治

療
内

容
を

含
む

。
 

※
２

 
ド

ナ
ー

に
対

す
る

救
命

治
療

の
状

況
の

全
体

を
把

握
す

る
観

点
か

ら
、

臓
器

提
供

施
設

 

に
入

院
す

る
ま

で
の

状
況

（
特

に
救

急
患

者
の

場
合

は
、

発
症

か
ら

入
院

ま
で

の
搬

送
 

に
係

る
状

況
）

に
つ

い
て

も
事

実
関

係
を

可
能

な
限

り
把

握
し

、
本

検
証

会
議

に
お

け
 

る
検

証
の

資
料

と
す

る
。

 

 

②
 

集
中

治
療

に
お

け
る

検
査

・
治

療
内

容
(
IC

U
［

In
te

n
s
iv

e
 C

a
re

 U
n
it
］
、

H
C

U
［

H
 

 
-
ig

h
 C

a
re

 U
n
it
］
で

の
検

査
・

治
療

内
容

）
 

 

a
)
 
原

因
疾

患
に

対
す

る
治

療
内

容
（

保
存

的
治

療
あ

る
い

は
観

血
的

治
療

の
適

応
等

）
 

b
)
 

全
身

管
理

に
お

け
る

検
査

・
治

療
内

容
 

ⅰ
)
 
呼

吸
管

理
（

人
工

呼
吸

器
の

設
定

等
）

 

ⅱ
)
 
循

環
管

理
（

血
圧

の
管

理
等

）
 

ⅲ
)
 
水

電
解

質
の

管
理

（
尿

量
、

各
種

電
解

質
の

管
理

）
 

ⅳ
)
 
脳

神
経

系
の

管
理

（
脳

圧
管

理
、

脳
圧

降
下

剤
の

使
用

、
脳

低
温

療
法

）
 

c
)
 

そ
の

他
の

検
査

・
治

療
内

容
 

 

(
2
)
 

脳
死

と
さ

れ
う

る
状

態
の

判
断

の
内

容
 

 

①
 

深
昏

睡
の

確
認

 

＜
別

添
１

＞
 

 

[
救

命
治

療
、

法
的

脳
死

判
定

等
の

状
況

の
検

証
に

つ
い

て
]
 

  １
．

具
体

的
な

検
証

項
目

 

 

(
1
)
 

救
命

治
療

の
内

容
 

 ①
 

入
院

直
後

の
診

断
・

治
療

内
容

（
※

１
、

※
２

）
 

※
１

 
ド

ナ
ー

が
最

初
に

受
診

し
た

医
療

機
関

か
ら

、
よ

り
高

度
な

治
療

を
行

う
た

め
に

別
の

 

医
療

機
関

に
搬

送
さ

れ
た

場
合

に
は

、
最

初
に

受
診

し
た

医
療

機
関

に
お

け
る

入
院

直
 

後
の

診
断

・
治

療
内

容
を

含
む

。
 

※
２

 
ド

ナ
ー

に
対

す
る

救
命

治
療

の
状

況
の

全
体

を
把

握
す

る
観

点
か

ら
、

臓
器

提
供

施
設

 

に
入

院
す

る
ま

で
の

状
況

（
特

に
救

急
患

者
の

場
合

は
、

発
症

か
ら

入
院

ま
で

の
搬

送
 

に
係

る
状

況
）

に
つ

い
て

も
事

実
関

係
を

可
能

な
限

り
把

握
し

、
本

検
証

会
議

に
お

け
 

る
検

証
の

資
料

と
す

る
。

 

 

②
 

集
中

治
療

に
お

け
る

検
査

・
治

療
内

容
(
IC

U
［

In
te

n
s
iv

e
 C

a
re

 U
n
it
］
、

H
C

U
［

H
 

 
-
ig

h
 C

a
re

 U
n
it
］
で

の
検

査
・

治
療

内
容

）
 

 

a
)
 
原

因
疾

患
に

対
す

る
治

療
内

容
（

保
存

的
治

療
あ

る
い

は
観

血
的

治
療

の
適

応
等

）
 

b
)
 

全
身

管
理

に
お

け
る

検
査

・
治

療
内

容
 

ⅰ
)
 
呼

吸
管

理
（

人
工

呼
吸

器
の

設
定

等
）

 

ⅱ
)
 
循

環
管

理
（

血
圧

の
管

理
等

）
 

ⅲ
)
 
水

電
解

質
の

管
理

（
尿

量
、

各
種

電
解

質
の

管
理

）
 

ⅳ
)
 
脳

神
経

系
の

管
理

（
脳

圧
管

理
、

脳
圧

降
下

剤
の

使
用

、
脳

低
温

療
法

）
 

c
)
 

そ
の

他
の

検
査

・
治

療
内

容
 

 

(
2
)
 

臨
床

的
脳

死
診

断
の

内
容

 

 

①
 

深
昏

睡
の

確
認

 

4



②
 

瞳
孔

の
固

定
・

瞳
孔

径
が

４
m
m
以

上
で

あ
る

こ
と

の
確

認
 

③
 

脳
幹

反
射

の
消

失
の

確
認

 

④
 

平
坦

脳
波

（
脳

波
の

測
定

方
法

、
感

度
の

評
価

を
含

む
）

の
確

認
 

⑤
 

臓
器

提
供

に
関

す
る

説
明

を
聞

く
か

ど
う

か
の

家
族

へ
の

意
思

確
認

 

⑥
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

手
続

 

  

(
3
)
 

法
的

脳
死

判
定

の
内

容
 

 

①
 

法
的

脳
死

判
定

を
開

始
し

た
時

点
で

の
脳

死
判

定
承

諾
書

及
び

臓
器

摘
出

承
諾

書
の

 

取
得

の
有

無
 

②
 

脳
死

判
定

医
の

選
定

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
医

師
の

選
定

手
続

 

b
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

っ
た

医
師

（
２

人
以

上
）

の
専

門
分

野
及

び
一

般
の

脳
死

判
 

定
又

は
法

的
脳

死
判

定
に

関
す

る
経

験
 

③
 

前
提

条
件

へ
の

適
応

の
有

無
 

a
)
 

器
質

的
脳

障
害

に
よ

る
深

昏
睡

及
び

無
呼

吸
の

確
認

 

b
)
 

原
疾

患
の

確
定

 

c
)
 

回
復

の
可

能
性

が
な

い
こ

と
 

④
 

除
外

例
の

該
当

の
有

無
 

a
)
 

急
性

薬
物

中
毒

で
な

い
こ

と
 

b
)
 

低
体

温
で

な
い

こ
と

 

c
)
 

代
謝

内
分

泌
障

害
で

な
い

こ
と

 

d
)
 
 生

後
12

週
（

在
胎

週
数

が
4
0
週

未
満

で
あ

っ
た

者
に

あ
っ

て
は

、
出

産
予

定
日

か
ら

起
算

し
て

1
2
週

）
未
満
で
な
い
こ
と

 

e
) 

知
的
障
害
者
等
の
臓
器
提
供
に
関
す
る
有
効
な
意
思
表
示
が
困
難
と
な
る
障
害
を
有
す
る
 

者
で
な
い
こ
と
 

f
)
  
臓
器
提
供
者
が
児
童
の
場
合
は
虐
待
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
児
童
で
な
い
こ
と

 
 

⑤
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
時

点
に

お
け

る
各

種
薬

物
（

中
枢

神
経

抑
制

薬
、

筋
弛

緩
薬

 

等
）

の
影

響
が

な
い

こ
と

 

⑥
 

一
定

の
生

命
兆

候
の

有
無

 

a
)
 

体
温

が
3
2
度

（
6
歳
未
満
は

3
5
度
）
未
満
で

な
い

こ
と

 

②
 

瞳
孔

の
固

定
・

瞳
孔

径
が

４
m
m
以

上
で

あ
る

こ
と

の
確

認
 

③
 

脳
幹

反
射

の
消

失
の

確
認

 

④
 

平
坦

脳
波

（
脳

波
の

測
定

方
法

、
感

度
の

評
価

を
含

む
）

の
確

認
 

⑤
 

臓
器

提
供

に
関

す
る

説
明

を
聞

く
か

ど
う

か
の

家
族

へ
の

意
思

確
認

 

⑥
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

手
続

 

  

(
3
)
 

法
的

脳
死

判
定

の
内

容
 

 

①
 

法
的

脳
死

判
定

を
開

始
し

た
時

点
で

の
脳

死
判

定
承

諾
書

及
び

臓
器

摘
出

承
諾

書
の

 

取
得

の
有

無
 

②
 

脳
死

判
定

医
の

選
定

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
医

師
の

選
定

手
続

 

b
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

っ
た

医
師

（
２

人
以

上
）

の
専

門
分

野
及

び
一

般
の

脳
死

判
 

定
又

は
法

的
脳

死
判

定
に

関
す

る
経

験
 

③
 

前
提

条
件

へ
の

適
応

の
有

無
 

a
)
 

器
質

的
脳

障
害

に
よ

る
深

昏
睡

及
び

無
呼

吸
の

確
認

 

b
)
 

原
疾

患
の

確
定

 

c
)
 

回
復

の
可

能
性

が
な

い
こ

と
 

④
 

除
外

例
の

該
当

の
有

無
 

a
)
 

急
性

薬
物

中
毒

で
な

い
こ

と
 

b
)
 

低
体

温
で

な
い

こ
と

 

c
)
 

代
謝

内
分

泌
障

害
で

な
い

こ
と

 

d
)
 

１
５

歳
未

満
の

小
児

な
ど

本
人

意
思

が
有

効
で

な
い

症
例

で
な

い
こ

と
 

    ⑤
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
時

点
に

お
け

る
各

種
薬

物
（

中
枢

神
経

抑
制

薬
、

筋
弛

緩
薬

 

等
）

の
影

響
が

な
い

こ
と

 

⑥
 

一
定

の
生

命
兆

候
の

有
無

 

a
)
 

体
温

が
3
2
度

以
下

で
な

い
こ

と
 

5



b
)
 

収
縮

期
血

圧
が

臓
器

の
移

植
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

２
条

第
４

項
に

定
め

る
数

値
以

上
で

あ
る

こ
と

 

c
)
 

重
篤

な
不

整
脈

が
な

い
こ

と
 

⑦
 

深
昏

睡
の

確
認

 

⑧
 

瞳
孔

の
固

定
・

瞳
孔

径
が

４
m
m
以

上
で

あ
る

こ
と

の
確

認
 

⑨
 

脳
幹

反
射

の
消

失
の

確
認

 

⑩
 

平
坦

脳
波

（
脳

波
の

測
定

方
法

、
感

度
の

評
価

を
含

む
）

の
確

認
 

⑪
 

自
発

呼
吸

の
消

失
の

確
認

 

⑫
 

そ
の

他
法

的
脳

死
判

定
に

お
け

る
補

助
検

査
の

実
施

方
法

及
び

そ
の

検
査

所
見

 

⑬
 

法
的

脳
死

判
定

の
所

要
時

間
 

⑭
 

第
１

回
目

と
第

２
回

目
の

脳
死

判
定

の
間

隔
 

 

(
4
)
 

上
記

(
1
)
か

ら
(
3
)
の

各
段

階
に

お
け

る
家

族
へ

の
説

明
及

び
対

応
 

 

(
5
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

か
ら

臓
器

摘
出

手
術

の
開

始
時

ま
で

の
ド

ナ
ー

管
理

 

  ２
.
 

必
要

資
料

 

 

○
 

臓
器

提
供

施
設

及
び

家
族

の
協

力
に

よ
り

、
以

下
の

資
料

を
基

に
検

証
を

行
う

。
 

 

(
1
)
 

診
療

録
 

(
2
)
 

診
療

録
以

外
の

記
録

 

①
 

看
護

記
録

 

②
 

Ｉ
Ｃ

Ｕ
チ

ャ
ー

ト
 

③
 

そ
の

他
の

記
録

 

※
 

こ
こ

で
言

う
記

録
と

は
、

上
記

の
名

称
に

関
わ

ら
ず

、
ド

ナ
ー

の
体

温
、

血
圧

、
心

拍
数

、
尿

 

量
等

の
全

身
状

態
の

記
録

、
薬

物
投

与
の

方
法

、
量

、
投

与
期

間
、

輸
液

の
種

類
と

量
、

人
工

呼
 

吸
器

の
設

定
条

件
等

の
治

療
記

録
を

指
す

。
 

(
3
)
 

各
種

検
査

結
果

 

①
 

頭
部

C
T
検

査
フ

ィ
ル

ム
そ

の
他

の
画

像
検

査
結

果
 

②
 

脳
波

 

b
)
 

収
縮

期
血

圧
が

9
0
m
m
H
g
以

上
で

あ
る

こ
と

 

c
)
 

重
篤

な
不

整
脈

が
な

い
こ

と
 

⑦
 

深
昏

睡
の

確
認

 

⑧
 

瞳
孔

の
固

定
・

瞳
孔

径
が

４
m
m
以

上
で

あ
る

こ
と

の
確

認
 

⑨
 

脳
幹

反
射

の
消

失
の

確
認

 

⑩
 

平
坦

脳
波

（
脳

波
の

測
定

方
法

、
感

度
の

評
価

を
含

む
）

の
確

認
 

⑪
 

自
発

呼
吸

の
消

失
の

確
認

 

⑫
 

そ
の

他
法

的
脳

死
判

定
に

お
け

る
補

助
検

査
の

実
施

方
法

及
び

そ
の

検
査

所
見

 

⑬
 

法
的

脳
死

判
定

の
所

要
時

間
 

⑭
 

第
１

回
目

と
第

２
回

目
の

脳
死

判
定

の
間

隔
（

６
時

間
を

大
幅

に
超

え
た

場
合

は
そ

 

の
理

由
）

 

 

(
4
)
 

上
記

(
1
)
か

ら
(
3
)
の

各
段

階
に

お
け

る
家

族
へ

の
説

明
及

び
対

応
 

 

(
5
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

か
ら

臓
器

摘
出

手
術

の
開

始
時

ま
で

の
ド

ナ
ー

管
理

 

  ２
.
 

必
要

資
料

 

 

○
 

臓
器

提
供

施
設

及
び

家
族

の
協

力
に

よ
り

、
以

下
の

資
料

を
基

に
検

証
を

行
う

。
 

 

(
1
)
 

診
療

録
 

(
2
)
 

診
療

録
以

外
の

記
録

 

①
 

看
護

記
録

 

②
 

Ｉ
Ｃ

Ｕ
チ

ャ
ー

ト
 

③
 

そ
の

他
の

記
録

 

※
 

こ
こ

で
言

う
記

録
と

は
、

上
記

の
名

称
に

関
わ

ら
ず

、
ド

ナ
ー

の
体

温
、

血
圧

、
心

泊
数

、
尿

 

量
等

の
全

身
状

態
の

記
録

、
薬

物
投

与
の

方
法

、
量

、
投

与
期

間
、

輸
液

の
種

類
と

量
、

人
工

呼
 

吸
器

の
設

定
条

件
等

の
治

療
記

録
を

指
す

。
 

(
3
)
 

各
種

検
査

結
果

 

①
 

頭
部

C
T
検

査
フ

ィ
ル

ム
そ

の
他

の
画

像
検

査
結

果
 

②
 

脳
波

 

6



③
 

血
液

、
尿

検
査

 

④
 

感
染

検
査

 

⑤
 

そ
の

他
の

検
査

 

(
4
)
 

脳
死

判
定

承
諾

書
 

(
5
)
 

臓
器

摘
出

承
諾

書
 

(
6
)
 

脳
死

判
定

記
録

書
 

(
7
)
 

脳
死

判
定

の
的

確
実

施
の

証
明

書
 

(
8
)
 

そ
の

他
関

係
資

料
 

 

 

                      

③
 

血
液

、
尿

検
査

 

④
 

感
染

検
査

 

⑤
 

そ
の

他
の

検
査

 

(
4
)
 

脳
死

判
定

承
諾

書
 

(
5
)
 

臓
器

摘
出

承
諾

書
 

(
6
)
 

脳
死

判
定

記
録

書
 

(
7
)
 

脳
死

判
定

の
的

確
実

施
の

証
明

書
 

(
8
)
 

そ
の

他
関

係
資

料
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＜
別

添
２

＞
 

 

［
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

臓
器

あ
っ

せ
ん

業
務

の
状

況
の

検
証

に
つ

い
て

］
 

  

１
．

具
体

的
な

検
証

項
目

 

 

(
1
)
 

初
動

体
制

 

 

①
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

受
領

し
た

初
期

情
報

へ
の

対
応

 

a
)
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

得
た

情
報

の
各

支
部

に
お

け
る

正
確

な
把

握
 

b
)
 

関
係

者
間

の
迅

速
な

相
互

連
絡

（
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
本

部
へ

の
連

絡
）

 

c
)
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

得
た

情
報

に
基

づ
く

状
況

判
断

と
臓

器
提

供
施

設
へ

の
コ

ー
 

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
派

遣
決

定
手

続
 

 

②
 

臓
器

提
供

施
設

に
到

着
し

て
か

ら
家

族
へ

の
説

明
を

開
始

す
る

ま
で

の
手

続
 

a
)
 

施
設

の
担

当
医

師
等

と
の

事
前

打
ち

合
わ

せ
 

b
)
 

第
一

次
評

価
の

た
め

の
ド

ナ
ー

の
医

学
的

情
報

の
入

手
 

第
一

次
評

価
と

は
、

臓
器

提
供

者
に

な
る

こ
と

が
で

き
る

か
ど

う
か

の
観

点
か

ら
コ

 

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

行
う

ド
ナ

ー
の

入
院

後
の

検
査

結
果

等
に

基
づ

く
評

価
を

い
う

。
 

な
お

、
第

二
次

評
価

と
は

、
同

様
の

観
点

か
ら

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

サ
 

ル
タ

ン
ト

が
行

う
評

価
で

あ
り

、
第

三
次

評
価

と
は

、
あ

っ
せ

ん
さ

れ
た

臓
器

を
移

植
に

 

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
か

ど
う

か
の

観
点

か
ら

移
植

実
施

施
設

の
医

師
が

行
う

評
価

を
い

 

う
。

 

 

c
)
 
ド

ナ
ー

情
報

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
本

部
へ

の
連

絡
 

 

③
 

臓
器

提
供

施
設

と
し

て
の

確
認

 

a
)
 

脳
死

下
臓

器
提

供
が

可
能

な
施

設
か

 

b
)
 

児
童

か
ら

臓
器

提
供

を
行

う
場

合
は

、
こ

れ
に

必
要

な
体

制
の

整
備

 

 

④
 

除
外

項
目

に
当

た
ら

な
い

か
の

確
認

の
手

続
が

臓
器

提
供

施
設

に
お

い
て

行
わ

れ
た

か

 

＜
別

添
２

＞
 

 

［
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

臓
器

あ
っ

せ
ん

業
務

の
状

況
の

検
証

に
つ

い
て

］
 

  

１
．

具
体

的
な

検
証

項
目

 

 

(
1
)
 

初
動

体
制

 

 

①
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

受
領

し
た

初
期

情
報

へ
の

対
応

 

a
)
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

得
た

情
報

の
各

ブ
ロ

ッ
ク

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

正
確

な
把

握
 

b
)
 

関
係

者
間

の
迅

速
な

相
互

連
絡

（
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
本

部
へ

の
連

絡
）

 

c
)
 

臓
器

提
供

施
設

か
ら

得
た

情
報

に
基

づ
く

状
況

判
断

と
臓

器
提

供
施

設
へ

の
コ

ー
 

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
派

遣
決

定
手

続
 

 

②
 

臓
器

提
供

施
設

に
到

着
し

て
か

ら
家

族
へ

の
説

明
を

開
始

す
る

ま
で

の
手

続
 

a
)
 

施
設

の
担

当
医

師
等

と
の

事
前

打
ち

合
わ

せ
 

b
)
 

第
一

次
評

価
の

た
め

の
ド

ナ
ー

の
医

学
的

情
報

の
入

手
 

第
一

次
評

価
と

は
、

臓
器

提
供

者
に

な
る

こ
と

が
で

き
る

か
ど

う
か

の
観

点
か

ら
コ

 

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
が

行
う

ド
ナ

ー
の

入
院

後
の

検
査

結
果

等
に

基
づ

く
評

価
を

い
う

。
 

な
お

、
第

二
次

評
価

と
は

、
同

様
の

観
点

か
ら

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

サ
 

ル
タ

ン
ト

が
行

う
評

価
で

あ
り

、
第

三
次

評
価

と
は

、
あ

っ
せ

ん
さ

れ
た

臓
器

を
移

植
に

 

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
か

ど
う

か
の

観
点

か
ら

移
植

実
施

施
設

の
医

師
が

行
う

評
価

を
い

 

う
。

 

 

c
)
 
ド

ナ
ー

情
報

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
本

部
へ

の
連

絡
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の
確

認
 

a
)
 

知
的

障
害

者
等

の
臓

器
提

供
に

関
す

る
有

効
な

意
思

表
示

が
困

難
と

な
る

障
害

を
有

す
る

者
で

な
い

こ
と

 

b
)
 

臓
器

提
供

者
が

児
童

の
場

合
は

虐
待

が
行

わ
れ

た
疑

い
が

あ
る

児
童

で
な

い
こ

と
 

 

(
2
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
前

の
家

族
へ

の
説

明
及

び
支

援
 

 

①
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に
よ

る
家

族
へ

の
説

明
 

a
)
 

臓
器

提
供

意
思

表
示

カ
ー

ド
等

の
書

面
及

び
臓

器
提

供
意

思
登

録
シ

ス
テ

ム
並

び
に

口
頭

で
の

提
供

者
本

人
の

生
前

の
意

思
表

示
の

確
認

（
特

に
拒

否
の

意
思

の
確

認
）

 

b
)
 

家
族

に
説

明
す

る
際

の
意

思
決

定
に

影
響

を
与

え
な

い
た

め
の

配
慮

 

c
)
 

法
的

脳
死

判
定

に
つ

い
て

の
十

分
な

説
明

（
説

明
内

容
を

記
載

し
た

文
書

の
交

付
 

を
含

む
。
）

 

d
)
 

説
明

後
の

家
族

が
考

え
る

た
め

の
十

分
な

時
間

の
確

保
 

 

②
 

親
族

へ
の

優
先

提
供

に
お

け
る

確
認

 

a
)
 

提
供

者
本

人
の

書
面

に
よ

る
親

族
優

先
の

意
思

表
示

 

b
)
 

公
的

証
明

書
に

よ
る

親
族

関
係

の
確

認
 

c
)
 

親
族

優
先

提
供

に
係

る
親

族
関

係
確

認
書

の
記

載
 

d
)
 

ド
ナ

ー
が

自
殺

を
図

っ
た

も
の

で
は

な
い

こ
と

の
確

認
 

 

③
 

脳
死

判
定

承
諾

書
及

び
臓

器
摘

出
承

諾
書

の
記

載
 

a
)
 

脳
死

判
定

承
諾

書
及

び
臓

器
摘

出
承

諾
書

の
記

載
 

b
)
 

承
諾

が
家

族
の

総
意

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
こ

と
の

確
認

 

 

④
 

家
族

へ
の

精
神

的
支

援
 

a
)
 

家
族

の
立

場
に

立
っ

た
精

神
的

支
援

の
実

施
 

b
)
 

家
族

へ
の

精
神

的
支

援
を

行
う

上
で

の
臓

器
提

供
施

設
内

の
医

療
関

係
者

等
と

の
 

連
携

 

 

(
3
)
 

ド
ナ

ー
の

医
学

的
検

査
 

 

      

(
2
)
 

法
的

脳
死

判
定

を
行

う
前

の
家

族
へ

の
説

明
及

び
支

援
 

 

①
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に
よ

る
家

族
へ

の
説

明
 

a
)
 

臓
器

提
供

意
思

表
示

カ
ー

ド
又

は
そ

れ
に

類
す

る
書

面
の

確
認

 

 b
)
 

家
族

に
説

明
す

る
際

の
意

思
決

定
に

影
響

を
与

え
な

い
た

め
の

配
慮

 

c
)
 

法
的

脳
死

判
定

に
つ

い
て

の
十

分
な

説
明

（
説

明
内

容
を

記
載

し
た

文
書

の
交

付
 

を
含

む
。
）

 

d
)
 

説
明

後
の

家
族

が
考

え
る

た
め

の
十

分
な

時
間

の
確

保
 

       

②
 

脳
死

判
定

承
諾

書
及

び
臓

器
摘

出
承

諾
書

の
記

載
 

a
)
 

脳
死

判
定

承
諾

書
及

び
臓

器
摘

出
承

諾
書

の
記

載
 

b
)
 

承
諾

が
家

族
の

総
意

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
こ

と
の

確
認

 

 

③
 

家
族

へ
の

精
神

的
支

援
 

a
)
 

家
族

の
立

場
に

立
っ

た
精

神
的

支
援

の
実

施
 

b
)
 

家
族

へ
の

精
神

的
支

援
を

行
う

上
で

の
臓

器
提

供
施

設
内

の
医

療
関

係
者

等
と

の
 

連
携

 

 

(
3
)
 

ド
ナ

ー
の

医
学

的
検

査
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○
 

ド
ナ

ー
の

提
供

希
望

臓
器

の
医

学
的

状
態

の
的

確
な

把
握

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

 

メ
デ

ィ
カ

ル
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

の
連

携
を

含
む

。
）

 

      

(
4
)
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

の
選

択
 

 

①
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

基
準

の
遵

守
 

②
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

を
行

う
上

で
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

本
部

と
各

支
部

の
連

携
 

  

(
5
)
 

法
的

脳
死

判
定

か
ら

臓
器

摘
出

ま
で

の
活

動
 

 

①
 

移
植

実
施

施
設

へ
の

連
絡

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

後
、

法
的

に
必

要
な

書
類

の
内

容
の

確
認

 

b
)
 

移
植

実
施

施
設

の
連

絡
開

始
時

点
 

c
)
 

移
植

実
施

施
設

へ
の

連
絡

手
続

の
迅

速
性

 

 

②
 

家
族

へ
の

説
明

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

後
の

家
族

へ
の

当
該

判
定

の
結

果
に

関
す

る
説

明
 

b
)
 

家
族

へ
の

摘
出

手
術

に
向

け
た

手
続

の
説

明
 

        

 

①
 

組
織

適
合

性
の

検
査

体
制

 

a
)
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

の
血

清
の

H
L
A
検

査
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
保

管
状

況
 

b
)
 

ド
ナ

ー
の

医
学

的
検

査
及

び
レ

シ
ピ

エ
ン

ト
と

の
組

織
適

合
性

に
係

る
検

査
体

制
 

の
整

備
の

状
況

 

 

②
 

ド
ナ

ー
の

提
供

希
望

臓
器

の
医

学
的

状
態

の
的

確
な

把
握

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

 

メ
デ

ィ
カ

ル
・

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

の
連

携
を

含
む

。
）

 

 

(
4
)
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

の
選

択
 

 

①
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

基
準

の
遵

守
 

②
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

を
行

う
上

で
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

本
部

と
各

ブ
ロ

ッ
ク

セ
ン

タ
ー

 

の
連

携
 

 

(
5
)
 

法
的

脳
死

判
定

か
ら

臓
器

摘
出

ま
で

の
活

動
 

 

①
 

移
植

実
施

施
設

へ
の

連
絡

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

後
、

法
的

に
必

要
な

書
類

の
内

容
の

確
認

 

b
)
 

移
植

実
施

施
設

の
連

絡
開

始
時

点
 

c
)
 

移
植

実
施

施
設

へ
の

連
絡

手
続

の
迅

速
性

 

 

②
 

家
族

へ
の

説
明

 

a
)
 

法
的

脳
死

判
定

終
了

後
の

家
族

へ
の

当
該

判
定

の
結

果
に

関
す

る
説

明
 

b
)
 

家
族

へ
の

摘
出

手
術

に
向

け
た

手
続

の
説

明
 

 

(
6
)
 

摘
出

チ
ー

ム
及

び
臓

器
摘

出
手

術
の

支
援

 

 

①
 

摘
出

チ
ー

ム
と

臓
器

提
供

施
設

の
担

当
医

師
等

と
の

連
携

 

a
)
 

摘
出

チ
ー

ム
の

編
成

・
人

数
の

正
確

な
把

握
及

び
こ

れ
ら

の
臓

器
提

供
施

設
へ

の
 

伝
達

 

b
)
 

摘
出

チ
ー

ム
と

臓
器

提
供

施
設

の
担

当
医

師
等

が
連

携
を

図
る

た
め

の
配

慮
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(
6
)
 

臓
器

搬
送

の
調

整
 

 

①
 

臓
器

搬
送

の
計

画
の

立
案

の
迅

速
性

 

②
 

臓
器

搬
送

の
関

係
者

（
各

都
道

府
県

の
消

防
・

防
災

担
当

部
局

及
び

警
察

担
当

部
局

）
 

へ
の

適
切

な
連

絡
 

 

(
7
)
 

臓
器

摘
出

後
の

家
族

へ
の

支
援

 

 

①
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
臓

器
摘

出
後

の
遺

体
の

見
送

り
へ

の
参

加
の

有
無

 

②
 

家
族

の
承

諾
を

受
け

た
上

で
の

葬
儀

へ
の

出
席

の
有

無
 

③
 

臓
器

提
供

手
続

終
了

後
に

お
け

る
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

家
族

へ
の

連
絡

状
況

（
レ

 

シ
ピ

エ
ン

ト
の

状
況

の
報

告
等

）
 

 

(
8
)
 

そ
の

他
 

 

①
 

手
続

全
体

を
通

じ
た

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
家

族
と

の
関

係
 

②
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
 

③
 

捜
査

機
関

と
の

連
絡

・
調

整
及

び
検

視
・

実
況

見
分

へ
の

協
力

 

  ２
．

必
要

資
料

 

 

○
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

か
ら

提
出

さ
れ

る
以

下
の

資
料

を
基

に
検

証
を

行
う

。
 

 

(
1
)
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
記

録
 

(
2
)
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

に
係

る
記

録
 

(
3
)
 

臓
器

搬
送

に
係

る
記

録
 

(
4
)
 

そ
の

他
関

係
資

料
 

 

 

②
 

摘
出

手
術

の
直

前
の

臓
器

提
供

施
設

の
担

当
医

師
及

び
摘

出
チ

ー
ム

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

 

グ
に

対
す

る
支

援
 

 

(
7
)
 

臓
器

搬
送

の
調

整
 

 

①
 

臓
器

搬
送

の
計

画
の

立
案

の
迅

速
性

 

②
 

臓
器

搬
送

の
関

係
者

（
各

都
道

府
県

の
消

防
・

防
災

担
当

部
局

及
び

警
察

担
当

部
局

）
 

へ
の

適
切

な
連

絡
 

 

(
8
)
 

臓
器

摘
出

後
の

家
族

へ
の

支
援

 

 

①
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
臓

器
摘

出
後

の
遺

体
の

見
送

り
へ

の
参

加
の

有
無

 

②
 

家
族

の
承

諾
を

受
け

た
上

で
の

葬
儀

へ
の

出
席

の
有

無
 

③
 

臓
器

提
供

手
続

終
了

後
に

お
け

る
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

家
族

へ
の

連
絡

状
況

（
レ

 

シ
ピ

エ
ン

ト
の

状
況

の
報

告
等

）
 

 

(
9
)
 

そ
の

他
 

 

①
 

手
続

全
体

を
通

じ
た

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
家

族
と

の
関

係
 

②
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
 

③
 

捜
査

機
関

と
の

連
絡

・
調

整
及

び
検

視
・

実
況

見
分

へ
の

協
力

 

  ２
．

必
要

資
料

 

 

○
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

か
ら

提
出

さ
れ

る
以

下
の

資
料

を
基

に
検

証
を

行
う

。
 

 

(
1
)
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
記

録
 

(
2
)
 

レ
シ

ピ
エ

ン
ト

選
択

に
係

る
記

録
 

(
3
)
 

臓
器

搬
送

に
係

る
記

録
 

(
4
)
 

そ
の

他
関

係
資

料
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